
特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク 役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワークの理事ならびに監事

(以下「役員」という)の報酬の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条 この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、

旅費等の実費は支給することができる。

(補足)

第 3条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

附則

この規則は 2015年 12月 12日 より施行し、適用する。



太陽光発電所ネットワーク 給与規程

第 1条 この規程は、太陽光発電所ネットワーク (以下 PV・Net)の事務局長及び事務局職員の給

与について定める。

第 2条 給与の支払いは、毎月25日 とする。支払日が休日に当たるときは、その前日とする。

第 3条 休職期間中の給与は支払わない。

第4条 傷病等による欠勤については、労働保険等の適用がされるよう必要な手続きを行う。

2 傷病等による短時間勤務については、その都度協議のうえ決める。

第 5条 事務局長の給与は別に定めるところの給与体系により代表理事が決定する

2 事務局の職員の給与は別に定めるところの給与体系により事務局長が決定し代表理事の

承認を得る

第 6条 PV・ Netは職員の採用に際して、別に定めるところの給与体系により、雇入通知書及び就

業規則の写しを交付して、採用時の労働条件を明示する。

2 職員の任免に際して、理事会の承認を得る。

第 7条 通勤費は、在住場所の最寄駅もしくはバス停から事務局の最寄駅までの実費として、これ

を支給する。

第 8条 PV・ Netは、事務局長および職員に対して、社会保険、労働保険が適用されるよう、必要

な手続きを行う。

第 9条 出張費は、在住場所の最寄駅もしくはバス停、または事務局の最寄駅を起点とし、次の各

号に基づいて計算した実費として、これを支給する。

(1)交通費 :通常の経路および方法による実費

(2)宿泊費 :実費 (上限 1万円)

(3)日  当 :1500円 (在勤場所から100キ ロ以上の場合)

第 10条 賞与は、勤続年数、勤務成績に応じ、毎年6月 および 12月 に支給する。ただし、やむを

えない理由のあるときは、この限りではない。

附 貝|」 (平成 18年 1月 15日 )こ の規程は、平成 18年 1月 16日 から施行し、適用する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

54

法人名 特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク 事 業 年 度 令和 2年 6月 1日 ～令和 3年 5月 31日

2 3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第1項各号に対応しています。以下同じです。

(1)収益の源泉別の明細

(2}借入金の明細

その他

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

正会員受取会費 2,658,000円

賛助会員受取会費 330,000円

受取寄付金 2,155,001円

PV‐GЮen事業 1,713,725円

市民ファンドサポー トセンター 392,000円

太陽光発電所運営事業 3,312,981円

技術部 2,888,859円

再エネ機器販売 1,119,966円

調査研究室 (再エネC02排出削減価値創出モデル事業委託) 5,714,000円

普及啓発事業 215,386円

地域交流会 1,028,872円

受取利息 79円

雑収益 4,259,086円

受取配当金 50,000円

△
ロ 計 25,837,955円

′ヨ上
1日 入 先 金    額

(短期借入金) 4,700,000円

(短期借入金) 1,650,000円

合同会社静岡市民共同発電所 (短期借入金) 1,650,000円

京都地域交流会 10,000円

円

ハ
口 計 8,010,000円

な し



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

係 る

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

（
６ 係 る び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

太陽光発電の「卒 FIT」 入門 (書籍) 1,500円

ソーラーランタン エムパワー ド・アウ
3,000円 正会員価格 2,500円

トドア』(商品)

ソーラーランタン -Azi7- i.^ . :r?
2,500円 正会員価格 2,200円

― ジ (商品)

携帯型ソーラーパネル

品)

10』 (商
6,000円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

料 金

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等

な し

役 務 の 提 供 の 内 容



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら での取引 ロ 等との取引]

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

5,296,000円 委託事業

3,245,440円 太陽光発電設置工事

2,946,5α〕円 太陽光発電所の売電収益

938,916円 再エネ機器の販売

671,000円 損害補償

(1)収益の生ずる取引の 5者

(2)費用の生 る取 の 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

1,835,755円 事務所賃借料

955,026円 テレワーク用備品購入ほか

782,430円 マイクロインバータの仕入

523,270円 工事外注費

471,627円 グリーンエネルギー認証料

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

な し



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

R2.10.23
R2.12.1

20,000円

温暖化入門セ ミナー (主

催 :ク リーンむさしのを

推進する会)での講師謝

金支払

R2.10.15
R2.11.2

R3.4.30

7,500円

STOP地球温暖化 今、家

庭でできること (主催 :

パルシステム東京)での

講師謝金支払

R2.11.24
R2.11.28
R2.12.9

15,000円

『気候変動と日本』上映

会&温暖化入門セミナー

(主催 :パルシステム東

京)での講師謝金支払

】12.12.17 11,000円

脱炭素 !非常用電源 !ソ

ーラーパネルと蓄電池の

選び方 (主催 :小平市)

での講師謝金支払

R3.4.10 84,240円 工事先 (2件)の紹介料

R3.5.31 68,040円
太陽光発電紹介冊子の企

画料

R2.12.5 2,500円

ベランダ発電工作セミナ
ー (主催 :む さしの市民
エネルギー)での講師謝

金支払

R2.12.5 10,000円

ベランダ発電工作セミナ
ー (主催 :む さしの市民
エネルギー)での講師謝

金支払

R2.12.5 2,500円

ベランダ発電工作セミナ
ー (主催 :む さしの市民
エネルギー)での講師謝

金支払



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

4名 5,369,126円

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への

送金又は金銭 しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施 日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営禾1雁嗣湛人太陽光発電所ネットワーク チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

{2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は根簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄D人数等Iよ 第3表付表1『役員の状況」から転配してくださしヽ

③及びDこつしては、′l嗽点以下第2位1鯛りり捨てた数値を1欄tしてくださしヽ

ロ

○

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

役員数

(②÷③ ④÷③

① ② ③ ④ ⑤
区  分

◎ 令和2年6月 1日 ～令和3年 5月 31日
17人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

上記を証する書類の名称とその内容等
:まい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえいいえ いいえ

申請時

はい

いいえ

書式第7号・(キ去第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) 圃 珂

∝意|1中D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出□Dの提出時においても融 び添

付する必要があります。その場合、上記口の帥 必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつて:よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます.



ハ

Q」当望璽□塁国型塁_菫堕堕塑聾菫1聾堕菫型聾□菫笙麺堕璽堕堕墜二1墨二

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

オ ヽ

い貧Lyジ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

:｀」にい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

⌒

Qリ
いいえ

ItL\

V rt, r.*-

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、1帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有① 有 。無 有。無 有。無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りCD

∝憲中D
認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第騎条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書順)に配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

ェック (第 3表)記載要領

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力1こ しない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

注 意 事 項項    目 記 載 要 領

イの各欄 区分欄の「③～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みま・九
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝ID第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

口の各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、輌④」から「①りについては、イに講 る各期

間 (「③」から「①」)を示したもので九

①  「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はしЧ

に「○」した場合には監査証明書を添

付してくださしヽ

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合には、第3羞量羞2「帳簿組

鰹型塑」二重菫塑型墾こ望墜

生 .

じて行つている」の「はセコ に「○」

ハの各欄

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①りについては、イに記載する各期

間 (「④りから「①」)を示したものです。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

太陽光発電所ネットワーク ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 17人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

申請時
就任・退任

年月日

住  所 職名 続柄等
③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

氏  名

○

○

○

○

○

H18.2.13就 任

H25.7.27就 任

H25.7.27 ffiE

H27.7.26ffiE

H27.7.26就任

三石博行

伊藤麻紀

伊藤博文

高柳良大

都筑建

理事

理事

理事

理事

代表

理事

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

H29.7.30就任

Hze. 7. 30 frE

H29.7.30就 任

Rt.7.28ffiE'

Rr.7.28ffifj

菅原佐喜雄

佐藤次雄

田中稔

武田善明

桑原紀仁

Rl.7.28 ftE

Rl.7.28就 任

Rl.7.281就任

R[.7.28 ftE

Rl.7.28就任

古市恵三

安原克彦

鈴木宣直

宗貞貴洋

加藤聡

理事

理事

理事

理事

理事

ヽ
ノ

′
ヽ

○

○

○

○

吉永光伸 監事 ○ H23.7.30ffifj

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数



梅澤耕一郎 監事 ○ Rl.7.28 frE

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



法 人 名 特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
弥生会計

0レーズリーフ)

随時 7年

入金・出金・振替伝票 蝉票 (仕訳崎 毎 日 7年

賃金台帳
エクセル

0レーズリーフ)

毎月 7年

固定資産台帳
エクセル

0レーズリーフ)

随時 7年

棚卸資産台帳
エクセル

0レーズリーフ)

年度末 7年

仕訳日記帳
弥生会計

0レーズリーフ)

随時 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載要働

「伝票又朧帳障名」欄は、例えば n現金出納幅コ、「総勘定元帳」、「経費帳」などのように配載します。

「左の帳簿等の形態』欄は、「3枚臓写伝票」、「′レーズリーフ」、「装丁根簿」などのように記載します。
| 『記版の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
1認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員輌□鵬所曇亭提出1願Dに記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク チェック欄

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補諸若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

ロ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申罰串寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び1言者

を教化育成する活動
有。① 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有・① 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有 ① 有 ・ 無 有・ 無 有 。無 有 。無 有 。無 有 ・ 無

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申蘭義寺

役員の1職務の内容、職員に対す・るi給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別⊂湘溢:の供

与の有無

⌒

有ヽリ 有 。無 有・無 有。無 有。無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別のポ!溢:の供

与の有無

ノ日ヽ

有ヽ翌リ有 。無 有・無 有。無 有・無 有 。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有。無 有・無 有・無 有。無 有。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある:者に対する寄附の

有無

有 有 。無 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) 靱 わ

∝童1中0
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第闘条第1項に基づく書類 (役員報酬観程崎提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、『認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0'戯び二)の記載及び添付の」凝 はありま

せん。

・ 認定の有効醐間の更新の申請に当たつて:よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:出E):こ配載した事項につい

て、添付を省略することができます.

′申ヽ

有くり



法人名 特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金督吸,び使途並びにその予定日を記載した書類

匿E五□

チック欄

○

イ

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する痢唄II(拙村顕ID等がある場創こlム その細則 (拙杜販lD等を添付してくださしヽ

同  意

しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書i動

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写υ

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

割附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員C酒己偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその割附金の額及咄 月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② l海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表)

∝遺中D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第騒条第1項に基づく書類 (役員細酬規程等提出書類)の提出時に朧 び添付する必要が

あります。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 太陽光発電所ネットワーク

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝菫1申D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員輌□勝目聾専提出1臓Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第81D

は、記載する1必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 缶 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力つ利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第7祠|は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有・① 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第 15号 (法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人太陽光発電所ネットワーク チェッタ欄

ら

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取

た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しく|ま地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人

○

3

5 日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のし

認定特定非潮阻部競″u瀧定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例爬 1定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定ブ贈禾l偏働法人又は当i該特顔l認1定柳O.繹新:偏置法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有
ノ
nヽ

(無 〕
ヽ中′

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有 拓Eヽ

ヾソ

特定井増和脳 題筐法若しくは暴力団員による不当行為防止法に敲 したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その中イ行が終わつた日又はそC瘍聯子を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有
ノ巾ヽ

r」口El
こヽノ

暴力団の構成員等の有無 有・(無〕

し`EL\ (９
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

Itrrr ( しヽ3 定款又は事業計画書の内容が法令等に販 している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

耐
機

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

Evr.( しヽ5 国税に係る壺勁剛算8と又1測也方脱に係る重切噸申金を課された日から3年を経過しなし漱

6 次のい力 かに該当する法人

暴力団 はい しヽ

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 61.'fi[s


